
　ふるさと納税を通じて、市の魅力発信、地元特産品
のＰＲや販路拡大による地域経済の活性化を図るため、
寄附者への返礼品提供協力事業者を募集します。
　新規出品事業者に対して個別相談会を開催しますの
で、興味がある人は、ぜひご参加ください。すでに出
品されている事業者の相談も大歓迎です！

●と　き…３月12日㈭　午後１時～７時
●ところ…市役所 西有家庁舎

●対　象…市内事業者

●申　込…事前に電話で申し込んでください。

　軽自動車やバイクなどを他人
に譲渡したり、スクラップ（解体
処分）にしても、名義変更や廃車
の手続きを済ませないと、そのま
ま（４月１日現在の所有者に対し
て）税金がかかります。
　そのため、右記の場所で早めに
手続きを行ってください。

　「長崎」ナンバーの車両を県外で名義変更や廃車の手続をした場合は、これまで課税されていた市で
「税止めの手続」が必要です。「税止めの手続」をしないと軽自動車税の納税通知書が元の持ち主に届
いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。
※ただし、軽自動車協会や運輸支局などへ委託する場合は必要ありません。

※年度末は混雑が予想されます。

■ ４月１日現在の所有者に軽自動車税（種別割）がかかります

■ 県外で名義変更や廃車の手続きをされた人へ

●125cc 以下の原動機付自転車
●小型特殊自動車

●125cc を超えるバイク
　（軽二輪、二輪の小型自動車）

市役所税務課または各支所
☎７３ｰ６６４２

九州運輸局  長崎運輸支局
☎０５０－５５４０－２０８３

●三輪、四輪の軽自動車 軽自動車検査協会　長崎事務所
☎０５０－３８１６－１７５５

対 象 車 両 手 続 き 場 所

　年度末、年度初めの引っ越しシーズンにあわせて、転入・転出など一部の窓口業務を受け付けます。
　窓口には、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を必ずお持ちください。

●開庁日
　３月22日日・29日日・４月５日日
　※計３回／日曜日
　時間共通：午前８時30分～正午

●ところ…市民課（西有家庁舎）

●受付手続き
・転入、転出、転居の異動手続き
・住民票、印鑑証明書の発行
※税証明や国民健康保険、福祉の手続きはできません。

　「家族の物忘れがひどくなってきた」「介護するのに疲れてきた」「どうにかしたいけど、
どこに相談したらいいの？」など、家族の介護・生活のことで悩んでいませんか。

お気軽にご相談ください
　地域には、介護や医療、生活に関するさまざまな制度、サービスがあります。
　家族の介護などでの心配や困りごとがある時は、一人で悩まず気軽にご相談ください。

高齢者のためのサービスガイドブック「つなGO!」
　高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で自分らしく生活を続けられるように、市内で利用できるさまざまなサー
ビス情報や相談窓口を掲載した「高齢者のためのサービスガイドブック つなGO！」もあります。ぜひご活用ください。

●高齢者の介護や生活に関する相談
問南島原市地域包括支援センター本所 ☎８４－２６３３
　　　　〃　　　サブセンター（布津） ☎６１－１１９０

●介護予防に関する相談
問福祉課（南有馬庁舎） ☎７３－６６５１

南島原市　つなGO

南島原市地域包括
支援センターHP

市役所の担当課がわからないときは 南島原市役所　☎73－6600 へ

問市民課（西有家庁舎）　☎７３－６６４７

日曜日に転入・転出などの窓口を開庁！問地域づくり課（西有家庁舎）　☎７３－６６３１

「ふるさと納税」新規出品事業者募集‼

問税務課（西有家庁舎）　☎７３－６６４２

軽自動車などの名義変更(売買・譲渡)や
廃車の手続はお済みですか？

問福祉課（南有馬庁舎） ☎７３－６６５１

家族の介護・生活のことで悩んでいませんか？
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